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令和７年 第４回沼田町議会臨時会 会議録 

 

                      令和 ７年１０月１７日（金） 

                      午後 ４時３０分  開 会 

１．出席議員 

   議 長 １０番 小 峯   聡 議員    １番 畑 地   誉 議員 

       ２番 篠 原   暁 議員   ３番 鵜 野 範 之 議員 

       ４番 久 保 元 宏 議員      ５番 三 浦 実 希 議員 

６番 伊 藤   淳 議員   ７番 長 野 時 敏 議員 

       ８番 大 沼 恒 雄 議員    ９番 上 野 敏 夫 議員 

 

２．欠席議員 なし 

  

３．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

  町  長    横 山   茂 君  教 育 長   三 浦   剛 君 

 

４．町長の委任を受けて出席した説明員 

  副町長       菅 原 秀 史 君  総務財政課長  小 玉 好 紀 君 

産業創出課長  岡 田 敏 行 君  農業推進課長 前 田 昌 清 君 

住民生活課長  亀 谷 良 宏 君  建設課長    瀧 本 周 三  君 

保健福祉課長  荒 川 幸 太 君  和風園園長  山 下 広 大 君 

旭寿園園長（なごみ施設長） 安 念 昌 典  君 

 

５．教育委員会教育長の委任を受けて出席した説明員 

  教育課長      赤 井 圭 二  君 

 

６．農業委員会会長の委任を受けて出席した説明員 

  事務局長    神 薮   太 君 

 

７．職務のため、会議に出席した者の職氏名 

  事務局長      按 田 義 輝  君  書 記       髙 橋 愁 人 君 
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８．付議案件は次のとおり 

 

（議件番号） 

 

 

議案第６７号 

 

議案第６８号 

議案第６９号 

議案第７０号 

 

議案第７１号 

 

 

 

（件   名） 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

沼田深川間運行用バス車両購入事業に係る物品の購入契約につ

いて 

令和７年度沼田町一般会計補正予算について 

令和７年度沼田町養護老人ホーム特別会計補正予算について 

令和７年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい

て 

令和７年度沼田町高齢者グループホーム特別会計補正予算につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

開 会   午後 ４時３０分   

 

（ 開 会 宣 言 ） 

○議長（小峯聡議長）只今から令和７年第４回沼田町議会臨時会を開会します。只今

の出席議員数は１０名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きま

す。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。 

 

（ 会議録署名議員の指名 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は、会議規則第１２５条の規定により、８番、大沼議員、９番、上野議員を指名いた

します。 

 

（ 会 期 の 決 定 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第２、会期の決定についてを議題といたします。お諮りい

たします。本臨時会の会期は本日１日間にいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間に決定しま

した。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第３、議案第６７号、沼田深川間運行用バス車両購入事業

に係る物品の購入契約についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○建設課長（瀧本周三建設課長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。建設課長。 

○建設課長（瀧本周三建設課長）議案第６７号、沼田深川間運行用バス車両購入事業

に係る物品の購入契約について。下記の通り物品購入契約を締結するため、地方自治

法第９６条第１項第８号の規定によって、議会の議決を求める。記。１、契約の目的。

沼田深川間運行用バス車両購入事業。２、契約の方法。一般競争入札。３、契約金額。

６９，５６７，３６０円。４、契約の相手方。札幌市東区東苗穂２条３丁目２番１５

号。北海道日野自動車株式会社代表取締役平井孝。５、内容。中型バス２台購入。６、

納期。本契約締結通知日から令和８年９月３０日まで。令和７年１０月１７日提出。

町長名でございます。本事業の概要についてご説明申し上げます。今回購入する中型

バスは令和８年４月から自家用有償運送で沼田深川間を運航するバスを２台購入す

るもので、９月定例会におきまして、一般会計補正予算において、債務負担行為の設
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定について、可決いただいたところでございます。車両につきましては、受注生産の

ため、令和８年式を購入することとし、納期は令和８年９月３０日としており、購入

財源はＪＲ北海道からの支援金を充てるものでございます。なお、今回の契約にあた

っての入札は一般競争入札により実施しており、９月２２日に公告し、９月２２日か

ら１０月３日まで入札参加の申込を受付し、２社により１０月１０日入札を実施い

たしました。参考までに入札の参加資格は、沼田町の競争入札参加資格者名簿に登録

されており、北海道内に本店又は支店等を有し、これまでの実績を判断する基準とし

て、過去１０年間に北海道内において、同等の中型バスの納入実績があることを主な

条件と致しました。次のページには、資料といたしまして、入札参加業者を記載して

おりますので、お目通しをお願いいたします。以上、沼田深川間運行用バス車両購入

事業の概要説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

〇１番（畑地誉議員）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。畑地議員。 

〇１番（畑地誉議員）１番畑地です。納期のことでお伺いしたいのですが、４月１日

でＪＲが廃線となりますし、旅客業が沼田町で申請しているとお伺いしているので

すが、納期が４月１日じゃないのはどういう理由なのか。そしてその間の車両はどう

いう風に扱っているのか。お伺いしたいです。 

〇産業創出課長（岡田敏行産業創出課長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。産業創出課長。 

〇産業創出課長（岡田敏行産業創出課長）はい。お答えいたします。確かに３月末を

もってＪＲが廃線ということで、４月１日からバスに転換されます。今回購入する空

知中央バス。こちらは４月１日から９月３０日の間、これは今まで通り路線バスとし

て空知中央バスが運行されます。この有償バス。沼田町の町営バスについては、１０

月１日からスタートということで、それに間に合わせるための９月３０日納期とな

っております。以上です。 

〇１番（畑地誉議員）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。畑地議員 

〇１番（畑地誉議員）法律上の理屈がわかっていないのですが、旅客業者が２社同じ

路線を走ってて、被ってる期間があっても問題奈ということでよろしいですか。 

〇産業創出課長（岡田敏行産業創出課長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。産業創出課長。 

〇産業創出課長（岡田敏行産業創出課長）旅客業者というのは道北バス、空知中央バ

スということでよろしいですか。（「沼田町の」の声あり）沼田町の町営バスについて
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は、４月１日から９月３０日までは沼田深川間は運行しないです。 

〇１番（畑地誉議員）そうですか。わかりました。 

○議長（小峯聡議長）他に質疑ありませんか。大沼議員。 

〇８番（大沼恒雄議員）バスの仕様についてお尋ねしたいのですが、ドライブレコー

ダーとか、バスの中のカメラとかそれの仕様はどうなっているのでしょうか。別の予

算で組んだんだっけか。 

〇産業創出課長（岡田敏行産業創出課長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。産業創出課長。 

〇産業創出課長（岡田敏行産業創出課長）お答えします。これについては、全て備え

付けのオプションについては、記載は無いですが、ドライブレコーダー等々の必要と

なる備品については、備えついてあります。 

○議長（小峯聡議長）他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結いたします。議案第６７号につ

いて採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第６７号は原案のとおり

可決されました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第４、議案第６８号、令和７年度沼田町一般会計補正予算

についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○総務財政課長（小玉好紀総務財政課長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。総務財政課長。 

○総務財政課長（小玉好紀総務財政課長）議案第６８号、令和７年度沼田町一般会計

補正予算について。令和７年度沼田町一般会計補正予算を別冊の通り提出する。令和

７年１０月１７日提出。町長名でございます。会議資料０３－１、令和７年度沼田町

一般会計補正予算（第４号）の２ページをご覧ください。令和７年度沼田町一般会計 

補正予算（第４号）。令和７年度沼田町の一般会計の補正予算（第４号）は次に定め

るところによる。歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１，８３７万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８
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億８，４５５万７，０００円と定める。２項、省略させていただきます。令和７年１

０月１７日提出。町長名でございます。８ページをご覧ください。歳出でございます。

２款総務費、１項２６目物価高騰対策事業費１，３６１万７，０００円の増額補正で

ございますが、この１０月から３，０００品目を超える食料品等の値上げ、また電

気・ガスの政府補助金の終了による町民生活への影響を踏まえまして、町民１人当た

り５，０００円の第１２弾となる元気応援商品券を配布することとし、必要となる所

要額を、それぞれ予算計上するものでございます。なお、財源については、国からの

交付金を活用し、不足する部分についてはふるさとづくり基金を充当することとし

ております３款民生費、１項２目高齢者福祉費５０万円の増額補正ですが、先ほど、

物価高騰対策事業でご説明いたしましたとおり、町民への生活支援として元気応援

商品券を配布することとしておりますが、施設入所者に対しましては、食による楽し

みを提供することといたしまして、和風園養護老人ホーム特別会計に繰出すもので

ございます。同じく３目介護支援費４４万５，０００円の増額補正ですが、特別養護

老人ホーム特別会計及び、高齢者グループホーム特別会計へ、先ほどの和風園と同様

に、繰出しを行うものでございます。６款農林水産業費、１項２目農業総務費１８節

負担金補助及び交付金３８１万円の増額補正ですが、農業の担い手の育成・確保への

支援を目的に、北海道が実施しております担い手確保・経営強化支援事業補助金につ

きましては、町を経由して、対象者へ交付される、いわゆるトンネル予算であります

が、農業者１件に対する、機械導入に係る補助が決定されたことを受け、北海道から

の歳入と同額を、補正計上するものでございます。７ページにお戻りください。歳入

でございます。１６款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金３５０万６，０００円

につきましては、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を計

上し、歳出で説明いたしました元気応援商品券事業の、財源の一部とするものでござ

います。１７款道支出金、２項４目農林水産業費道補助金３８１万円につきまして

は、歳出で説明いたしました、農業者１件に交付される、北海道からの補助金を計上

するもの。２０款繰入金、１項４目ふるさとづくり基金繰入金１，１０５万６，００

０円につきましては、町民への元気応援商品券配布事業に対し、国からの交付金を充

てても、なお、不足する部分について、その財源とするため、補正計上するものでご

ざいます。以上、申し上げまして、提案説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

〇８番（大沼恒雄議員）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。大沼議員。 

〇８番（大沼恒雄議員）第１２弾の関係はありがとうございますといった方がいいの



 

7 

かな。ただ中身ですね。いつ頃配られて、いつ頃配布などの手法について教えてくだ

さい。 

○総務財政課長（小玉好紀総務財政課長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。総務財政課長。 

○総務財政課長（小玉好紀総務財政課長）こちらにつきましては、印刷等々の準備が

結構かかるところでありまして、出来れば年度中というか早い時期に配りたいと思

いますが、去年も１２月中には配り、お正月には間に合うようにしました。今年も最

悪でもそこまでには配れるようにしたいと思います。 

○議長（小峯聡議長）他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結いたします。議案第６８号につ

いて採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第６８号は原案のとおり

可決されました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第５、議案第６９号、令和７年度沼田町養護老人ホーム特

別会計補正予算についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○和風園長（山下広大和風園長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。和風園長。 

○和風園長（山下広大和風園長）議案第６９号、令和７年度沼田町養護老人ホーム特

別会計補正予算について。令和７年度沼田町養護老人ホーム特別会計補正予算を別

冊の通り提出する。令和７年１０月１７日提出。町長名でございます。会議資料０４

－１、令和７年度沼田町養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）の２ページをお

開きください。令和７年度沼田町養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）。令和

７年度沼田町の養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１，５７５万５千円と定め

る。２項については省略させていただきます。令和７年１０月１７日提出。町長名で

ございます。それでは今回の補正予算の主な内容についてご説明いたします。物価高
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騰対策に伴う、一般会計繰出金による需用費の増額となっております。７ページ歳出

をご覧ください。２款１項１目事業費、１０節需用費５０万円の増額でございます

が、物価高騰対策に係る食の楽しみの向上といたしまして、主に行事の際の１品追加

や、利用者の希望による食事の提供のための増額となっております。６ページ歳入を

ご覧ください。５款１項１目１節一般会計繰入金５０万円の増額につきましては、物

価高騰対策事業費を財源と致しまして一般会計から繰り入れするものございます。

以上で説明をおわります。御審議のほどよろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結いたします。議案第６９号につ

いて採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第６９号は原案のとおり

可決されました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第６、議案第７０号、令和７年度沼田町特別養護老人ホー

ム特別会計補正予算についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○旭寿園長（安念昌典旭寿園長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。旭寿園長。 

○旭寿園長（安念昌典旭寿園長）議案第７０号、令和７年度沼田町特別養護老人ホー

ム特別会計補正予算について。令和７年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計補正

予算を別冊の通り提出する。令和７年１０月１７日提出。町長名でございます。会議

資料０５－１、令和７年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）の

２ページをお開き願います。令和７年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計補正予

算（第１号）。令和７年度沼田町の特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ４０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億

９，５７７万８千円と定める。２項については省略いたします。令和７年１０月１７

日提出。町長名でございます。７ページをお開きください。 



 

9 

（「説明省略」の声あり） 

○旭寿園長（安念昌典旭寿園長）御審議のほどよろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結いたします。議案第７０号につ

いて採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第７０号は原案のとおり

可決されました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第７、議案第７１号、令和７年度沼田町高齢者グループホ

ーム特別会計補正予算についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○なごみ施設長（安念昌典なごみ施設長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。なごみ施設長。 

○なごみ施設長（安念昌典なごみ施設長）議案第７１号、令和７年度沼田町高齢者グ

ループホーム特別会計補正予算について。令和７年度沼田町高齢者グループホーム

特別会計補正予算を別冊の通り提出する。令和７年１０月１７日提出。町長名でござ

います。会議資料０６－１令和７年度沼田町高齢者グループホーム特別会計補正予

算（第１号）の２ページをお開き願います。令和７年度沼田町高齢者グループホーム

特別会計補正予算（第１号）。令和７年度沼田町の高齢者グループホーム特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ４万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ７，７５５万６千円と定める。２項については省略いたします。令和７年１０

月１７日提出。町長名でございます。７ページ歳出をお開き願います。 

（「説明省略」の声あり） 

○なごみ施設長（安念昌典なごみ施設長）御審議のほどよろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結いたします。議案第７１号につ

いて採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第７１号は原案のとおり

可決されました。 

 

 

（ 閉 会 宣 言 ） 

○議長（小峯聡議長）以上で、本臨時会に付議された案件は全て終了しました。これ

にて、令和７年第４回沼田町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

午後 ４時４９分 閉会 
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会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

             議  長 

 

             署名議員 

 

             署名議員 


